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1.研究の目的と方法

何故 日本ではハンセン病患者が長年にわたり隔離を強制され続けたのか,その真相究明

作業の成果は下記の①～③に代表される文献に集約されてきているが,世界の動向から逸

脱 して日本はどこで道を間違えたのか,その真相については未だ十分に解明されていると

は言えない｡

①藤野豊編 ･解説 『近現代 日本ハ ンセン病問題資料集成』(戦前編 ･全 8巻,戦後編 ･

全10巻 と各解説)不二出版,2002-2004年

(∋『ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書』2005年

③藤野豊ほか編 ･解説 『近現代 日本ハンセン病問題資料集成』(補巻 ･全15巻 と各解説)

不二出版,2005-2007年

筆者は,上記③の補巻 7(2005年12月刊行)で ｢台湾におけるハンセン病政策｣の検討

による真相究明作業を清水寛氏と共同で担当したが,その編集と解説執筆の中で,従来の

研究では,自覚的に十分な解明をしていない問題の存在に気づいた｡その具体的事実を,

下記の(A)(B)に示す｡

(A) 従来の研究では,内地延長主義に基づき植民地台湾でも光田健輔の意向に従い植民

地本国と同様に強制隔離政策に依拠 した療養所 として楽生院が1930年に開設されたと

いう認識が示されていたのであるが,筆者が発掘 した楽生院の開院式 (1930年12月)

における上川豊院長の ｢式辞｣ (補巻 7の26頁)では,多年の志 として ｢所謂患者絶

対強制隔離主義を排 し,人類愛の見地より温情を布 き人道的隔離法｣をもって処遇す

ることを ｢経営の方針｣とすると明言 してお り,絶対強制隔離主義とは異なる方向を

希求する自覚的な流れが明確に存在 していたことが発見された｡

(B)さらに台湾社会事業協会発行の ｢社会事業の友｣第27号 (1931年2月発行)に掲載

された青木大勇 (長崎皮膚科病院長)の論文 ｢癖の予防撲滅法に関する改善意見｣

(医海時報掲載論文の転載)において,青木が ｢伝染の難易病毒の多少を顧慮せず,

科学的研究の上に立脚 しないで所謂一網打尽的に,苛 くも癖 と診断せ られたものは,

総てこれを強制的に隔離 し,而も之を監禁本位に取締ると云ふことは全 く時代遅れの

隔離法と云はなくてはならぬのであって,悪 く言へば非科学的とけなさなければなら

ぬ｣という注目すべ き主張をしている事実も存在 した｡

上記(B)に示 した青木の主張は,補巻 7とほほ同時期に刊行された和泉其蔵著 『医者の僕

にハ ンセン病が教えて くれたこと』(シービーアール,2005年11月)においても注目され
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ており,この青木の主張に対する林文雄 (仝生病院医官)の反論に始まる青木 ･林論争

(林の背後に光田健輔が存在)について,和泉氏は,この ｢論争が非常に重大なのは,こ

の中に,日本のハンセン対策がなぜ90年もの長きにわたって誤 りを是正できなかったのか

を解き明かす鍵の一つを見て取ることができるからである｣(54頁)という重要な指摘を

している｡ しかし和泉氏による日本の近代ハンセン病対策の歴史に関する検証作業とその

示唆に富む研究成果は,主に1930年以降の言説に依拠 した指摘が多 く,前史となる1920年

代の形成過程との関係の分析が十分にはなされていないのではないかと判断される｡ 青木 ･

林論争に象徴される隔離監禁主義 (林 ･光田ら)と治療解放主義 (青木ら)の相克の歴史

を1920年代を含めた全体像の実証的解明を通して,日本はどこで道を間違えたのか,そ

の分岐点と原因をさらに明確化していく必要があると考える｡

以上に記 した課題意識と研究状況をふまえて筆者なりの真相究明作業を一歩前進させる

ため,本研究では,青木 ･林論争に先立つ1929年に光田健輔が,大阪での ｢癖に関する通

俗講演会｣(1929.4.5開催)1)において,｢癖問題の危機｣と題して講演 し,その中で ｢治

療至上主義｣を批判しその台頭に警告を発 していたという事実に注目して,その危機感の

背景にあるものを検討 していく｡ その ｢治療至上主義｣は,光田によれば,｢隔離は人道

上の罪である｣とする ｢第三回万国癖会議｣(1923年)等の影響を受けたハンセン病対策

の国際動向を背景に,｢特に台湾｣において顕著に見られると指摘 している｡ このことは,

1929年の段階で台湾では光田の意向どおりにハンセン病対策が進行 していないことを意味

すると同時に台湾のハンセン病社会事業のあり方をめぐって,光田や内務省衛生局が推進

する絶対隔離主義とは異なる考え方が1920年代末には無視できない存在として顕在化 して

いたことを意味する｡

そこで本研究では,1920年代の台湾 (旧植民地)に注目し,前記の補巻7の編集の際に

調査 ･収集作業2)から漏れた台湾日日新報 (以下,台目と略)のハンセン病問題関係資

料を分析対象にして,光田が ｢治療至上主義｣と呼称 した考え方の具体的表れとその特徴

を実証的に解明し,さらなる今後の研究の手がかりを得ることを目的とする｡

なお本研究では,すでに上記の引用にもあるように,人権尊重の見地からすると不適切

な用語が使用されているが,以下の本文でも歴史用語として原文のまま使用 (引用)する

ことをお断りしておく｡

2.1920年代の台湾日日新報におけるハンセン病問題関係資料の特徴

1920年代を中心とする台湾日日新報 (1919年1月～1930年12月)掲載のハンセン病問題

関係記事を整理 したのが末尾掲載の<資料 1>である3)｡

その資料的特徴の第一は,強制隔離主義と治療解放主義の各々の情報と主張が交錯 して

展開していることである｡ そのことを示すのが<資料 1>の備考欄の●印 (-強制隔離主

義の系譜)と○印 (-治療解放主義の系譜)である｡ ハンセン病対策をめぐる世界動向を

反映した記事 (○印)には治療解放主義の流れが,逆に本国政府の動向や内地の情報に関

する記事 (●印)には強制隔離 ･断種政策推進の流れが,明確に見られる｡

第二は,1919-193q年の台目に見るハンセン病問題をめぐる議論 (上記の相克)は,①

1920年前後の時期 (1919-1921年),②1920年代の中頃 (1925-26年),③1927-1930年の

楽生院の設立過程,の3段階に時期区分 して把握できるということである｡
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3.台日のハンセン病問題関係記事に見る隔離主義と治療主義の相克

次に,前記の時期区分に従って,光田が警戒した台湾における治療主義の流れ (○印)

とそれに対時する隔離主義の流れ (●印)の相克過程を概括する｡

(1)1920年前後の相克

(a) 1920年前後の台湾におけるハンセン病問題-の対応は,内地の保健衛生調査会

(1917年設置)の第四部会の活動を反映して,1919年に宮原敦 (総督府台北医院)

が｢台湾医学雑誌｣に論文 ｢台湾ノ廃人｣(補巻 7所収)を発表 したことを契機に開

始される｡ その宮原論文を受けて台目が ｢戦懐すべき療病の伝染｣｢不治の病｣等

を強調する記事 ｢噴廃人自由の天地｣(資料 1のNol-3,以下同じ)を3回連載

して機運を高め,総督府の担当官や林熊徴が ｢廃療院｣設立を模索する (No.4)ま

でに至るが頓挫する｡

(b) (a)とは流れを異にする記事 ｢療病全治の新薬｣(No5),｢療病は治療が出来る｣

(No6),｢天刑病者-の福音,大楓子油の注射により三年 (で)約六割を全治｣(No7)

が1920年代初頭の台目の紙面に登場 し,その後の台湾における治療主義の流れの出

発点を形成する｡ 不治の病から治癒 (全治)可能な病へという画期的転換を意味す

る治療成果を発表し,｢世界医学界を驚かした｣(No7)のは,ハワイ大学の前総長

で化学者のディーン氏であった｡しかし報道による情報提供に止まり,台湾の現実

を動かすというものではなかった｡以後1924年までは注目すべき動きはみられない｡

(2)1920年代中頃の相克

(C) 台湾では,1924年 9月,総督に就任 した伊揮多喜男 (在任期間1924.9-1926.7)

による台湾総督府の機構改革 ･陣容一新が一段落する1925年から台湾衛生行政にハ

ンセン病問題への関心と対応の動きが見られるようになる｡ 特に羽鳥重郎 (台北州

衛生課長)の海外視察の影響は,台湾での治療主義の流れを確実なものにしている｡

具体的に示すと,台目 (1925.8.18)の社説 (No17)は,｢先般台北州衛生課長たる

羽鳥技師が中米ヴェネヅエラのラ ･グエラ港の官立療療養院を訪問し,実地其の状

況を視察して帰って来たが,同氏の談によれば,約800名の同患者が居 り既にその

病状の程度に依 り数箇月乃至二年位の継続せる期間のエステル注射に依て全治退院

したもの大部分に及んで居るとのことである｡(中略)世界に有名なる布畦モロカ

イ島の療療養所は,癖患者を大腰強制的に入所せしめ,他の健康者との接触を遮断

し,伝染を防過する意味で設けられて居るが,同所の患者は言はぼ単に其の死期を

待つのみなるに反し,ラ ･グエラの癖療養院に於ては患者は喜色満面に溢れて居た

と云ふ｡(中略)本島にも-癖療養所の如き機関を設置 し,患者と健康者とを遮断

するの途に出で,更に之に収容したる者に対 してはシヤールムーグラのエテールエ

ステル注射療法等をも試み,之を根治せ しむるの施設をなさんことを切望するもの

である｡｣と述べている｡ ディーン氏のエテールエステル注射療法がヴェネヅエラ

の癖療養所で ｢全治退院したもの大部分｣という結果を出していることが台目の社

説で報じられることによって,癖療養所は強制隔離 ･絶滅 (死滅)施設ではなくハ

ンセン病を根治させる施設 (根治後退院)-と転換していくという方向性が新しい

国際動向として提示され,台湾にはそのような癖療養所が必要だと説いた｡

(d) (C)と連動する形で,1924年 1月に大楓子油を携帯してハンセン病治療のために渡
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台した馬借病院院長テイラーは,1925年から医院の一室で外来治療を開始した｡上

記の羽鳥衛生課長の視察談によれば,その ｢特殊の薬液｣(-｢大楓子油と似てい

るが印度支那,ビルマ辺の山間に自然の木の実からとったチヤールムーグラ油から

抽出しエテールエステル液｣)の注射が ｢成績極めて良好｣という結果を産み出し,

｢追々軽快するので治療希望が殖え子供も交って男女の本島人が50名にもなってい

る｣(NG19)という実状であった｡テイラーの取 り組みによって治療主義 (外来治

療)の流れは台湾の地で現実性をもって一層促進され,このような機運と文脈の中

で1925年12月の台北州協議会で羽鳥衛生課長 (参与)が ｢癖患者の療養所は実現を

期 したい｣(No21)と発言したのである｡ さらに,テイラーの招きで1926年 1月27

日には ｢米国療病根絶協会理事ダンナ-氏｣が来台し,翌28日にテイラー同伴で総

督府を訪問して台湾における ｢療病根絶｣の援助を申し出るのである (NG22)｡

(e) 補巻 7の解説では上記(aト (d)に示 した具体的動向を把握できていなかったが,ダ

ンナ一の渡台とその活動の意図を察知して,1926年 1月初旬 (推定)に光田は,伊

揮総督宛に ｢台湾癖予防法制定二関スル意見書｣を提出して台湾における強制隔離

(さらには断種の実施)を本意とするハンセン病対策の法整備を要望する｡ この段

階で光田が台湾における治療主義の流れをどこまで熟知していたかは定かではない

が,1925年10-12月に光田が院長の仝生病院を視察し,光田に薫陶を受けて帰台し

た中村不覇児 (台北州属)が1926年2月に ｢療病は恐ろしい伝染病｣(No23-26)

と題する記事を台目に4回連載し,題目において恐怖を煽 り,内容において患者完

全隔離の必要性 ･重要性を説き,結果として治療主義の流れに禅差す動きをしてい

る｡ 特に連載3回冒 (No25)では,視察した仝生病院の印象を根拠に ｢内地病院の

行届いた施設｣と賛美 し,院内生活に関わる ｢患者の性問題｣では,断種が条件で

あることを知ってか知らずか,その点に言及することもなく ｢夫婦は同棲を許し,

内縁の夫婦は-之を認める｣と美化 して紹介 している｡ さらに1926年6月には,内

務省の人口問題解決策の方針として,｢種族の改良｣のため ｢療病患者伝染病者に

去勢術を施すか,又は法律に依 り結婚禁止の必要を認めて居る,殊に癖患者の結婚

禁止は廃撲滅策として緊要なるを以て来議会に之が結婚禁止法案を提出する意向で

ある｣(No30)という報道がなされている｡ また,この1926年6月は,中央社会事

業協会発行の ｢社会事業｣第10巻第3号に高野六郎 (内務省衛生局予防課長)が,

論文 ｢民族浄化のために一癖予防策の将来-｣発表し,｢療予防の根本は結局癖の

絶対隔離である｡此の隔離を最も厳粛に実行することが予防の骨子となるべきであ

る｡｣と主張してお り,時期 ･内容とも重なっている｡ 絶対隔離,さらに去勢 (断

種) ･結婚禁止にまで政府 (内務省)の癖予防政策がエスカレー トしていく姿が強

烈に映し出されている｡1926年は極めて重要な分岐点である｡

(f) 一方,同じ1926年であるが,中村不覇児の記事掲載の約2週間後 (3月)には,

馬借病院院長テイラーの外来治療 (治療)の取 り組みが ｢台湾に珍しい癖病人に政

主｣(No27-29)と遷 して3回連載で紹介され,同年11月開催の台湾医学会第21回

大会には ｢皮膚病学者として本邦一方の重鎮である｣(No33)と評される青木大勇

が ｢癖の早期診断並に其の最近療法｣と題 して ｢特別講演｣をしている｡ 青木は,

補巻 7で言及したように明治に遡って台湾におけるハンセン病対策提唱の先駆者で
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あり,1924年 1月発行の ｢医事公論｣第600･601号には論文 ｢療療養所を隔離 ･監

禁本位より治療 ･研究本位へ｣を発表して,題目どおりの主張を長崎皮膚科病院の

院長として実践 ･実行してきた人物である｡ その青木を講演者として招聴している

ところに台湾医学会の関係者が ｢治療 ･研究本位｣の立場からハンセン病問題に対

応 していこうとしていることが示されている｡ それを裏付けている事実を示せば,

1926年当時の台湾医学会の幹事には,前述の(cXd)に登場 した羽鳥重郎と後述(g)の梅

本英太郎が就任 していた｡

(3)楽生院開設準備過程 (1926.12-1930.12)における相克

(ど) 伊樺の後任の上山満之進総督 (1926年 7月就任)は,高まる ｢癖療養所｣創設の

機運の中で,1926年12月に1927年度より3ヶ年継続事業でその設置準備に踏み切っ

た (No35)｡注目すべきは,当初の構想である｡ 台目の記事 ｢新設計画ある廃療養

所内容｣(No36)は,｢台湾に於ける療病の予防方針は内地の如 く厳重な取締規則に

依て入所を強制するのではなく希望者にして治療の資力なきものに施療するのが眼

目で (中略)内地の如 く閉鎖的でなく開放的とし,而も病毒の蔓延消毒其他の取締

は勿論厳重にする,又た同病者に対しては極力教養し自発的に入院するやうな方針｣

であると報じている｡ また1927年春 (3月末～5月初旬)には,梅本英太郎 (総督

府衛生技師兼松山結核療養所長)が ｢療療養所新設に関し内地のそれを視察｣(No

37)している｡視察のポイントは,梅本によれば ｢癖療養所の設計及び療養方法｣,

｢各療養所に於ける各部の組織及びその経験に基 く設備の改善｣,｢内地に於てせる

失敗を本島で再びしない｣ことであり,さらに ｢内地より一歩を進めたものを建設

したい｣という抱負も表明されていた｡その結果,｢患者は収容50名,外来150名｣

になるという外来治療重視型の構想が示されていた｡これは,光田の意見書や高野

の絶対隔離主義とは明らかに異なる治療開放 (解放)主義に基づく台湾独自の構想

であり,国際的動向とも合致するものである｡ 上山総督は,光田の義弟にあたると

いう縁戚関係にあるのであるが,上記の事実関係から判断すると,上山総督が ｢癖

療養所｣創設の決断をしたのは,光田の意向の反映というより,総督府や台北州の

衛生行政関係者 (台湾医学会の梅本 ･羽鳥ら)やテイラーの要望の実現という見方

の方が整合的であると言える｡1928年8月には,テイラーが院長の馬借病院の療病

治療費 (1929年度)として26,500円の補助を予算化している (No43)｡

(h) 3ヶ年継続の ｢癖療養所｣開設準備事業は1929年度に大詰めの年を迎えた｡1929

年4月の光田の講演 ｢癖問題の危機｣は,上記(g)の動きを ｢治療至上主義｣と批判

して警告を発したもので,台湾に顕著な治療主義的流れ (人物的には青木 ･梅本ら)

を封じ込める狼煙でもあり,やがて青木 ･林論争-と続 く引き金でもあった｡また,

ここに日本が国際動向から逸脱していく明確な分岐点が存在していると見ることも

できる｡ その封 じ込めのためには,皇室の御仁慈を最大限活用した本国政府による

絶対強制隔離政策の確立 (癖予防法改正)と内地延長主義による台湾総督府の方針

転換を実現させることであった｡そういう緊張関係が発生する中で,1929年12月,

理由は定かではないが,梅本英太郎が依願退職して郷里の山口県 (厚狭)に帰還し,

総督府内の治療主義の中心人物が台湾を去っている4)｡1930年度に入 り,第五区九

州療養所の医官であった上川豊が台湾総督府癖療養所 (11月に ｢楽生院｣と命名)
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の所長として就任 し,上川のハンセン病観が1930年7-8月に台目の紙面に登場す

る (No56,57,59,60,61)｡補巻 7の解説 (5頁)でも記したように上川は,青木大勇

が長崎医学専門学校教授時代の教え子でありその影響を強く受けていた人物である｡

その所長抜擢には光田の意向が働いており5),絶妙の人事配置がされているといえ

る｡ 上川のハンセン病観は,台目の社説 (No60)が,上川の声明 (No59)の中の

｢絶対隔離主義には人道的温情を加味 し,隔離と治療と宜 しきを得て悲惨なる人々

を救済し,以て本島をして浄化されたる聖地としなければならない｣という部分を

引用 しているところに表明されている｡ そして台目は ｢此の言葉に信頼し,其の所

期の目的を貫徹するやう大なる期待を以て其の今後を見んとするものである｡｣と

社説を結ぶことで,上川の声明を今後の台湾ハンセン病対策の基本方向であると支

持 した｡ここには,隔経と治療の調和的運用による台湾の浄イヒ･聖地化が目指され

ており,隔維主義と治療主義の相克は調和的に融合されているように見える｡ しか

し上川の真意は,上記の ｢絶対隔離主義には人道的温情を加味 し｣が,1930年12月

の楽生院開院式の ｢式辞｣では,本稿の最初で紹介したように ｢所謂患者絶対強制

隔離主義を排 し,人類愛の見地より温情を布き人道的隔離法｣をもって処遇すると

いう明確な表現になっている点にあり,調和的融合の中にも絶対強制隔離主義への

批判意識が健在であった｡

4.まとめと今後の課題

以上,台目のハンセン病問題関係資料の検討から1920年代にはハンセン病問題への対応

策において隔離主義と治療主義の相克が明確に存在したことが明らかになった｡この特徴

は台湾だけでなく本国 (内地)や朝鮮等の旧植民地の新聞報道も同じ特徴を持つのか,そ

の比較検討が課題の第---である｡ 第二は,治療主義の国際的台頭に決定的な影響を与えた

ディーン氏の大楓子油エテールエステル製剤による患者治療 ･解放の世界的波紋と日本へ

の影響を実証的に解明していくことである｡第三は,治療主義の台頭に対する内務省衛生

局や高野六郎 ･光田健輔 ･林文雄等の人物の反応と対応を解明していくことである｡ 第四

は,1920年代に形成された治療解放主義が,｢療予防法｣改正 (1931年)後の強制隔離政

莱 (無痛運動)下においてもどう継承 ･存続 していったのか,小笠原登に限定されない他

の事実の発掘とその全体像の解明をおこなうことである｡

<註>

1)｢大阪朝 日新聞｣ 第17016号 (1929.4.2)と ｢大阪毎 日新聞 (夕刊)｣第16480号

(1929.4.6)の記事によれば,4月5日の昼間は大阪府立実業会館で ｢癖予防撲滅全国

大会｣ (午前 9時-午後 4時)が開催され,午後 7時より大阪府社会事業聯盟主催で

｢癖に関する通俗講演会｣が開催された｡光田以外の講演者は,山田準次郎 (内務省衛

生局長),賀川豊彦らであり,その講演要旨は ｢東京医事新誌｣第2624号 (1929年5月)

に掲載されている｡光田の講演全文は,『光田健輔と日本のらい予防事業』(111-114頁)

に収録されているが,｢東京医事新誌｣掲載文と内容に違いがある｡ 本稿では,両者を

合わせて光田の講演記録とする｡

2)平田 :日本の植民地下台湾におけるハンセン病問題資料目録 ｢長崎大学教育学部紀要-
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際 英 太 郎

テ イ ラ ー

テ イ ラ ー

利 EFl正 大 (i淡)

L川豊臣 (.淡)

上川 EZ:

上 川 盟 (談 )

種 族 の 改 良 か ら琳 病 者 の 結 婚 禁 l上, 来 E.耗会 に之 が 法
案 ヨ是出 (東 萩 三三日発 )

国 立 天刑 病 院 , 上州 F草津 に新 設

備 病 患 者 の 国-ll-療 滋 所 増 設 言十画

医 学 大 会 を飾 る 来 '-tiL諸 I専士 の 言掛頒 - そ の .離液 内 容 一

台 湾 医 学 会 の ,iFViLIii言か ら (匹り

芸 k9笑 壷lc3㌫ 宗8P慧 告詣 態 於 笥器 是 窪 嘉 還 Jc7'
の 要 旨 を掲 J隈

台 湾 総 督 肘 q'JI一別 会 L汁明 年 度 二戸要旨

紀 家臣337J｢Fl

葦卜業 , 施 城 が と分 有 料 が 三 分 , 約 百jf,収 容 の 予 走 ら
し

槻 療 養 所 三折言別 こF犯 し内 地 の そ れ を祝 穿きして 来 た手毎本
才支師 の =淡

社 会 事 業 主 任 手丁合 会 *磯 療 凄さ所 設 ltrrl:あ り

各 州 答 申 の 社 会 施 設 * ｢槻 嫡 子叩方施 .,立｣ あ り

英 国 病蔓救 う靖協 会 の i-_,'.:心 と努 力 で槻 嫡 子台癖 の神 非 発 見 ,
初 期 の 愚 者 は 仝二部 根 本 的 に 仝 LZ突, 病 勢 の 進 ん だ 者 で
も300/o全 的

槻 者 と狂 人 は 三三･勢 せ よ, そ れ 以 夕日こ根 絶 の 方 法 は な
い (中研 LuL71専士 ま淡)

腐 肉 を嘆 く槻 塩 の 群 れ , 台 南 州 下だ け で も二 百 ノヽ 名

社 会 二事業 に 力 を入 れ る , 予 算 全 部 を容 認 され て大 乗
気 の 督 fflf社 会 課
* ｢馬 十旨医 院 - 鳩i病 弓補助 二 万 六 千 五 百円 補 助 ｣

台 湾 に方今け る粗けl別突減 事 莱 (上 )

LiJ]-杓 に於 け る一軒け丙撲 ま成すr菜 (下 )

天刑 病 の 新 治 療 法

k闘み られ ぬ ヰこJjBの 桃子/Lil,者 と月市糸古根 ILJr̂J--ノLLて､有 望汝は 逐 句三
増 力ロの 傾 向 -

二 六 三 , 肺 疾 ′駁が 約 一 万 人

手乾国 で 開 1llt圭さ る る 凶 l祭癖け丙研 究 会 ,鶴, 阿 際 聯 ElA決 議ミ
に 基 く･注 目す べ き特 別 会 言糞

国 立 の塊‡病癖悲 所 来Jliか ら開 設

十万 を貨 す る 日本 の 淋汚ノ藍 , 遺 伝 で は な い 仁王J条 だ

槻 ･核 ･祁 l三三病 , 分･/rJと数 , 世 人 が ≠IIFIEig心 な の で 当
局 も予 防 に･悩 む

頼嗣丙の 養 子 を迫 ひ JllJ.す

痛弓病 と精 神 病 者 に避妊 手 術 を施 す ,-If-孫 経 ち寸丙源 根
絶 (内 務 省 衛 生fE.うのプJJ会十)

鴻i療 養 所 設 立二,'LIlE糾通 過 カゞ 遅 れ る の で 当 分 延 期 の夕も
な し

槻 病 は 初 別 に 手･'Il'lす れ ば疲 らぬ 三拝は な い (Lき<_,≧芦博二ヒ
上 川 豊 氏 談 )

完 成 近 き凍貞療 雅所 初 代 所 長 と な る 上 川 L'i'-_伸 上 も著 台
*7.18,蓬 莱 丸 で P.'1台

｢療i救 清 朝 業 を手左助 せ よ｣ 皇 太 后~陛 Tr人 手工大 夫 を召
し, 有 難三き碓TJ言 柴 を賜 ふ

二庁を以 て 数 ふ る 7f=Ti巧の 癖iT7時根 絶 法 , 鵜川:i遊 所 の 所 長
た るべ き｣二川 姓氏 の 第 一一声

(社 説 ) 舶 痛手立 所 に 関 す る声 明 , 大 に 上川 伸 上の 所
先馴こ4寺つ

j癖病 の 言古

碗 療 番 所官 制 法 制 )h=Jを通 過

与野務 局 番 言花中 の塊iT-JUJ一法 , 拓 務 省 に 近 くlLll付

皇 太 后 陛 下の i''qき1'31)思ll召 に副 ひ奉 り,碗iTIJf究 所 の 設
置 案 , 渋 沢 子IT?)'らが 11F･走

草 津 温 泉 に 国 JEifの 大 槻 養 区 を創 設 , T一名 の.敗者 を収
容 し外 部 との 交 通 を絶 つ

棚 療 -擾所 官 制 公 布 ,29日勅 令 を以 て , 嫉 荘 所 新 医 長
は 上川豊 1範士

重 症 者 百 名 を収 容

糠i予 防 協 会 設 二立協 ,議 会 ,21日正 午 内 相 ′lt-1'邸 で

皇 太 后 陛 トに は , 沸け丙御 一隣欄 の御下 賜

略 完 成 した二台 ｣ヒ鵬 疎さ発 所 , ｢楽 生 院 ｣ の t.で J謁院

皇 太 后 陛 下の 御 仁 慈 , 当 事 者 は能 く御 心 をfJIEitせ よ

御 下 貝象金 を拝 受 し, 感 激 の 念 に堪 - ず , ノト後 癖 .患者
三枚丁斉に 一 概 努 力 す る 決 心 (馬 借 病 院 長 の ,淡)

療呈療 養 所 楽 生 院 , 落 成 式 挙 行 , 十 二 日午 後 二 時 か ら

瀬fiヲ宋音奮所 架三生 院 , 盛 大 に落 成 式 を挙 才j-

*L当 博 覧 志 1.ラ音望 遠 イ措 葦 禦 警 禦 崇澗 志 妻 嘉 装
成 』 (補巻7) に 収 き壊

変 定則生の 鴻i病 ,吸 着 , 内 地 人 女 子 に暴 行
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